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〇建築物の用途を変更して、別表第１（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が２００㎡

を超えるものとなる場合は、 
 
 ・建築基準法第６条（第３項、第５項及び第６項を除く。） 
 ・建築基準法第６条の２（第３項を除く。） 
 ・建築基準法第６条の４（第１項第１号及び第２号の建築物に係る部分に限る。） 
 ・建築基準法第７条第１項 
 ・建築基準法第１８条第１項～第４項、第１５項～第２０項 
 
 までの規定を準用する。 
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